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【イントロダクション】産業廃棄物処理の流れ

注１：「排出事業者」とは、事業活動に伴って産業廃棄物を発生させた事業者をいう。
　２：「自社処分」とは、産業廃棄物を自ら処理することをいう。
　３：「委託処理」とは、自力で産業廃棄物処理ができない事業者が、専門の産業廃
　　　棄物処理業者（処理業の許可を持つ業者）に処理を委託することをいう。
　４：「中間処理」とは、リサイクルや最終処分しやすくするために、産業廃棄物の
　　　大きさを小さくする、無害化する、再利用できるできるものを取り分けるなど
　　　の処理をいう。
　　　　→　焼却、破砕、脱水、中和、溶融、選別など
　５：「中間処理業者」とは、中間処理を行うものとして、都道府県又は保健所設置
　　　市から許可を受けた者をいう。
　６：「最終処分」とは、産業廃棄物を適切に処理した上で埋め立てることをいう。
　７：「最終処分業者」とは、最終処分を行うものとして、都道府県又は保健所設置
　　　市から許可を受けた者をいう。
　　　　※中間処理と最終処分を同一の業者が行う場合がある。
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R2実績値（千トン）

○発生量 5,865

○排出量 5,661

○資源化量 2,912

○中間処理量

・再生利用量 2,708

（資源化量の内数）

・減量化量 2,657

○最終処分量 294



 

 

産業廃棄物処理税の導入・検討の経緯 

 

産業廃棄物処理税を導入した理由 

  

１  「大量生産・大量消費・大量廃棄」型の社会経済活動により、多種多様な廃棄物が

大量に排出され、不法投棄が増加するなど、住民の間で、廃棄物処理に対する不安や

不信感が高まってきた。 

 

２  岡山県内の産業廃棄物最終処分場の残余容量は、平成１２年度末で４年半とひっ迫

しており、産業廃棄物の発生を抑制し、リサイクルを推進する施策の強化は喫緊の課

題であった。 

 

３  従来、岡山県においては、産業廃棄物の発生抑制や減量化・再生利用を推進する対

策として、自主的取組推進手法や規制的手法を中心に行ってきたが、これらに加えて、

産業廃棄物処理税という経済的な負担を賦課することで、より高い廃棄物の発生抑制

等の施策効果が期待できる。 

 

４  また、この税収を財源とした施策の推進等により、税導入後は、一層の埋立量の減

少が期待されるとともに、資源やエネルギーの循環利用を進め、環境への負荷が少な

い資源循環型社会の形成に資するものと考えられる。 

 

【導入までの経緯】 

平成１２年 ４月：地方分権一括法の施行に伴い、地方の課税自主権が拡大された。 

 平成１２年 ５月：「地方税を考える研究会（庁内検討会）」を設置し、産業廃棄物

処理税をはじめとする法定外目的税の創設について研究を行っ

た。 

   平成１２年１１月：「地方税を考える研究会」の中間報告書において、産業廃棄物処

理税の試案が３案提示された。 

平成１３年 ５月：有識者で構成する「岡山県税制懇話会」を設置 

平成１３年１２月：税制懇話会から知事へ中間報告がなされ、排出事業者又は中間処

理事業者を納税義務者とし、最終処分業者を特別徴収義務者とす

る現在の仕組みが示された。 

  平成１４年 ３月：県民からの意見募集 

平成１４年 ６月：「岡山県産業廃棄物処理税条例案」を提案し、可決成立した。 
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平成１４年 ９月：総務大臣の同意 

平成１４年１０月：広島、鳥取、岡山の３県が条例の施行時期を平成１５年４月１日

とすることで合意した。 

平成１５年 ４月：「岡山県産業廃棄物処理税条例」を施行 

         （広島県、鳥取県は同時施行。山口県は平成１６年、島根県は

平成１７年に導入） 

 

 

【条例施行後の検討】 

（１回目の見直し） 

平成１９年 ６月：有識者で構成する「岡山県税制懇話会」を開催 

平成１９年６月～１０月：税制懇話会において、「岡山県産業廃棄物処理税」の制度

設計やこれまでの事業の成果等を検証 

平成１９年１１月：税制懇話会から知事へ、存続すべきである旨を報告 

  平成１９年１２月：「岡山県産業廃棄物処理税条例改正案」を提案、可決成立した。 

 平成２０年 ４月：改正条例を施行 

（中国地方の他の４県も、施行５年後に見直しを行い、それぞれ延長している。） 

 

（２回目の見直し） 

平成２４年 ６月：有識者で構成する「岡山県税制懇話会」を開催 

平成２４年６月～１０月：税制懇話会において、「岡山県産業廃棄物処理税」の制度

設計やこれまでの事業の成果等を検証 

平成２４年１０月：税制懇話会から知事へ、存続すべきである旨を報告 

  平成２４年１２月：「岡山県産業廃棄物処理税条例改正案」を提案、可決成立した。 

 平成２５年 ４月：改正条例を施行 

（中国地方の他の４県も、施行５年後に見直しを行い、それぞれ延長している。） 

 

（３回目の見直し） 

平成２９年 ６月：有識者で構成する「岡山県税制懇話会」を開催 

平成２９年６月～９月：税制懇話会において、「岡山県産業廃棄物処理税」の制度設

計やこれまでの事業の成果等を検証 

平成２９年１０月：税制懇話会から知事へ、存続すべきである旨を報告 

  平成２９年１２月：「岡山県産業廃棄物処理税条例改正案」を提案、可決成立した。 

 平成３０年 ４月：改正条例を施行 

（中国地方の他の４県も、施行５年後に見直しを行い、それぞれ延長している。） 
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岡山県産業廃棄物処理税の仕組み 
 

 

１ 税の目的 

産業廃棄物の最終処分場への搬入に課税することで、その発生抑制、リサイクルの

促進、最終処分量の減量化を図る。 

 

２ 納税義務者 

排出事業者又は中間処理業者 

（産業廃棄物処理税条例第３条） 

 

３ 課税標準 

産業廃棄物の重量 

※ 重量の計測が困難な場合は、容量からの換算 

（産業廃棄物処理税条例第４条第１項・第２項） 

 

４ 税率 

産業廃棄物の重量１トン当たり １，０００円 

（産業廃棄物処理税条例第５条） 

 

５ 課税方式 

最終処分業者等特別徴収（自社処分の場合は、排出事業者申告納付） 

（産業廃棄物処理税条例第６条） 

 

※ 産業廃棄物発生と納税等のフロー図参照 

 

６ 申 告 時 期 

毎月末日 

（産業廃棄物処理税条例第９条） 

 

７ 課税免除等 

なし 

 

８ 税収 

約４億９千万円（令和３年度決算見込み） 

 

９ 使途 

・県が行う産業廃棄物対策のための事業 

・保健所設置市（岡山市・倉敷市）への交付金の交付 
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【資料２・別添１】産業廃棄物発生と納税等のフロー

１　最終処分を委託する場合

① 排出事業者

② 排出事業者 中間処理業者 最終処分業者

③ 排出事業者

２　自社処分の場合

①

最終処分業者

中間処理業者（最終処分業者）

排出事業者

岡
山
県
 
他

事業場 中間処理施設 最終処分場

産廃の搬入 産廃の搬入

最終処分場への搬

入により、納税義

務が発生

最終処分の受託に

より、特別徴収義務

が発生

処分料とともに、中

間処理業者から産

業廃棄物処理税を

受領

事業場 最終処分場

産廃の搬入

最終処分場への搬

入により、納税義

務が発生

最終処分の受託に

より、特別徴収義務

が発生

処分料とともに、排

出事業者から産業

廃棄物処理税を受

領

税

税を申告納入

税

事業場 中間処理施設

中間処理業者が

設置する

最終処分場

産廃の搬入 産廃の搬入

最終処分場への

搬入により、納税

義務が発生

事業場
排出事業者が

設置する

最終処分場

産廃の搬入

最終処分場への搬

入により、納税義

務が発生

税を申告納付

税を申告納付

税を申告納入
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［参考］岡山県方式以外の徴収方式

１　最終処分を委託する場合

① 排出事業者

② 排出事業者 中間処理業者 最終処分業者

③ 最終処分業者

２　自社処分の場合

①

三
重
県
・
滋
賀
県

最終処分業者

排出事業者

排出事業者

事業場 中間処理施設 最終処分場

産廃の搬入産廃の搬入

中間処理施設への

搬入により、納税

義務が発生

事業場 最終処分場

産廃の搬入

最終処分場への搬

入により、納税義

務が発生

税を申告納付

税を申告納付

事業場
排出事業者が

設置する

中間処理施設

最終処分場

産廃の搬入 産廃の搬入

最終処分場への搬入

により、納税義務が発

生

事業場
排出事業者が

設置する

最終処分場

産廃の搬入

最終処分場への搬

入により、納税義

務が発生

税を申告納付

税を申告納付
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（単位：千円）

H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21

855,987 893,380 903,471 801,669 742,316 621,283 420,295

- 104.4 101.1 88.7 92.6 83.7 67.6

59,920 62,537 63,243 56,117 51,962 43,490 29,421

産業活動支援 105,190 166,548 113,573 158,335 200,084 239,104 85,868

適正処理推進 62,388 86,944 149,393 135,425 169,234 170,239 224,988

意識改革 79,532 128,072 113,458 193,594 223,738 121,934 108,690

インフラ整備 2,319 1,972 1,192 1,273 480

249,428 383,536 377,616 488,627 593,530 531,280 419,546

151,627 172,750 147,186 155,453 175,679 151,020 112,434

390,703 614,477 947,820 1,063,185 1,017,518 899,735 761,578

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

451,013 480,378 448,461 410,918 423,398 434,647 452,123

107.3 106.5 93.4 91.6 103.0 102.7 104.0

31,571 32,410 31,392 28,764 29,638 30,425 31,649

産業活動支援 164,125 55,748 70,491 61,074 84,797 52,342 85,804

適正処理推進 160,588 150,928 152,257 149,549 139,703 144,392 143,530

意識改革 101,425 98,163 104,849 79,643 72,205 75,757 67,225

インフラ整備

426,138 304,840 327,597 290,266 296,705 272,491 296,559

106,863 114,399 110,384 114,996 109,795 103,901 115,193

666,466 692,451 651,970 655,746 636,404 668,050 659,789

H29 H30 R元 R2 R3

493,588 600,756 618,326 533,938 493,702

109.2 121.7 102.9 86.4 92.5

34,551 42,053 43,283 37,376 34,559

産業活動支援 68,567 68,019 45,005 67,085 77,764

適正処理推進 154,339 196,479 191,598 204,729 188,867

意識改革 71,804 99,995 104,796 108,941 107,960

インフラ整備

294,710 364,493 341,399 380,755 374,591

126,111 137,200 149,039 144,719 129,830

698,354 777,703 862,898 834,718 766,243

税収と充当事業費の推移等

※税収は決算ベース（平成１５年は５月からの１１ヵ月、令和３年度は決算見込額）

前　年　比

使
途
事
業

年度末基金残

岡山市・倉敷市交付金

徴　税　費

充　当　額　計

年　　　度

税　　　収

前　年　比

使
途
事
業

充　当　額　計

岡山市・倉敷市交付金

年度末基金残

１　税収と充当事業費の推移

年度末基金残

年　　　度

税　　　収

前　年　比

徴　税　費

充　当　額　計

岡山市・倉敷市交付金

徴　税　費

使
途
事
業

年　　　度

税　　　収
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２ 賦課・徴収状況 

  特別徴収義務者：２２者（２７施設） R４.4.1時点 

  （うち、申告納付を行っている事業者数：１０者） 

 最終処分業者が納税義務者である排出事業者から最終処分の委託を受けた場合には、

特別徴収を行い、県に申告納入する一方、排出事業者が設置する最終処分場において自

社処分をする場合には、県に申告納付をしている。 

 いずれの場合であっても、最終処分場の設置者について搬入量等の調査を行うことで、

不適正処理を把握できることから、年間１０件を目処に、１の最終処分場の設置者につ

き３年に１回の頻度で税務調査を実施している。 

 これまでの不適正処理事案は、平成２７年度に調査で判明した過少申告事案１件のみ

である。 

  

 

［参考］ 
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税導入の効果等（産業廃棄物の動向） 

 

１ 産業廃棄物の現況（県内分）  

（１）排出量及び処理の状況 

 県内で発生した産業廃棄物の排出及び処理の状況は次表のとおりである。

産業廃棄物処理税導入後の排出量は平成１９年度に増加が見られたが、全体

としては減少傾向となっている。最終処分量は産廃税の導入前の平成１４年

度（８８１千ｔ）に比べ、令和２年度は２９４千ｔ（33.4％）と大幅に減少

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 岡山県産業廃棄物実態調査結果 

 

（２）種類別・業種別の排出量（令和２年度実績） 
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２ 広域移動の状況 

（１）県外への搬出 

県内で発生した産業廃棄物のうち県外へ搬出され処理された産業廃棄物は、

平成１４年度（３１９千ｔ）に比べ、令和２年度は７６１千ｔ（２３９％）と

大幅に増加している。 

このうち、中間処理を目的とした搬出量は、平成１４年度の２９３千ｔが令

和２年度には７２２千ｔ（２４６％）へと大幅に増加しているが、最終処分を 

目的とした搬出量は、平成１４年度の２６千ｔが令和２年度には３９千ｔ 

（１５０％）であり、微かに増加傾向である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）県内への搬入 

県内に搬入され処分された産業廃棄物は、平成１４年度の５９９千ｔが令和

２年度には８９３千ｔ（１４９％）と増加している。 

このうち、中間処理を目的とした搬入量は平成１４年度の３７１千ｔから増

加してきており、令和２年度には６８７千ｔ（１８５％）となっている。最終 

処分を目的とした搬入量は、平成１４年度の２２８千ｔが平成２５年度には 

１３８千ｔ（６１％）まで減少したが、その後増加に転じ、令和２年度には 

２０６千ｔ（９０％）となっている。 
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３ 最終処分量の推移（県外を含む） 

県内の最終処分場に搬入される産業廃棄物（県外からの搬入を含む）の量は、 

産廃税の導入前の平成１４年度は９５３千ｔであったが、平成２５年度には 

３９４千ｔまで減少し、その後増減を経て、令和２年度には５２８千ｔとなっ

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 産業廃棄物処理実績報告より集計 

※ 調査方法が異なるため、税収から割り戻した処分量とは異なる。 

 

 

４ 不法投棄の状況 

  県内で確認された産業廃棄物の不法投棄のうち、１件当たりの投棄量が１０t以

上（特別管理産業廃棄物は１０t未満も含む）の事案の件数及び投棄量は次表のと

おりである。  

 
H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 

件数 20 21 21 10 12 1 2 3 3 

量（t） 3,830 972 992 625 1,069 20 55 60 103 

     

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 
 
対H14比 

0 3 1 2 7 1 4 2 4 1 5％ 

0 1,142 61 693 277 1,000 2,859 159 32,171 125 3％ 

※ 産業廃棄物の不法投棄等の状況（環境省発表） 
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５ 今後の産業廃棄物の排出及び処理見込み 

（１）排出量等の将来予測 

県内で発生した産業廃棄物の排出及び処理の状況並びにその将来予測は次

のとおりである。令和７年度には、排出量及び最終処分量は微かに減少する

と予測されている。 

（単位：千ｔ／年） 

 
平成２６年度 

実 績 

令和元年度 

実 績 

令和７年度 

予 測 

排出量 ５，５２５ ５，５８３  ５，６２６ 

再生利用量 ２，３９９ ２，６２５ ２，５８５ 

減量化量 ２，８０８ ２，６８３ ２，７６７ 

最終処分量 ３１８ ２７３ ２７１ 

   ※ 岡山県産業廃棄物実態調査結果及び第５次岡山県廃棄物処理計画による 

 

（２）最終処分場の残余年数の推計                                                      

県内の最終処分場の残余年数は、令和２年度末時点で５．８年である。 

   最終処分量 

（R2 年度） 

残 存 容 量 

（R2 年度末） 

残 余 年 数 

（R2 年度末） 

県内の最終処分場 ５２８千 t ３，０８１千ｍ３ ５．８年 

※ 産業廃棄物処理実績報告より集計 

※ ｔとｍ３の換算比を１とする。 

 

   最終処分場の残余年数を確保することは産業振興を図る上でも重要であるこ

とから、排出抑制やリサイクルを促進するための各種施策を展開している。ま

た、水島地区において、公共関与の最終処分場（埋立容量:2,400 千 m3）が平

成２１年４月から供用中であるが、残余容量がわずかとなっているため、延命

化を目的とした嵩上げの変更許可取得に向けた手続きを進めている。（変更計

画での埋立容量:4,600 千 m3） 
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使途事業の実績と主な成果（平成 29～令和２年度） 

  

１ 使途事業の推移 

県では、産業廃棄物の発生抑制、減量化、再生利用等を推進するため、岡山県循環型

社会形成推進条例の趣旨や、産廃税導入時の税制懇話会の報告書に基づき、平成２０年

度事業からは使途事業に係る充当方針を定め、「産業活動の支援」、「適正処理の推

進」、「意識の改革」の３つを柱に税収を活用している。直近４年間の充当状況は次の

とおりである。 

［産廃税の充当額（決算額）］                       （単位：千円） 

     年度 

項目         
Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｒ１年度 Ｒ２年度 計 

(1)産業活動の支援 
68,567 

 (23%) 

68,019 

(19%) 

45,005 

(13%) 

67,085 

(18%) 

248,676 

(18%) 

(2)適正処理の推進 
154,339  

(52%) 

196,479 

(54%) 

191,598 

(56%) 

204,729 

(54%) 

747,145 

(54%) 

(3)意識の改革 
71,804 

(25%) 

99,995 

(27%) 

104,796 

(31%) 

108,941 

(28%) 

385,536 

(28%) 

合 計 
294,710 

(100%) 

364,493 

(100%) 

341,399 

(100%) 

380,755 

(100%) 

1,381,357 

(100%)  

注）下段の括弧書きの数値は、各年度の合計に占める比率 

   

 

２ 使途事業の概要 

(1) 産業活動の支援 

① 岡山エコ事業所等の普及促進 

ゼロエミッション等に積極的に取り組んでいる２４４事業所を「岡山エコ事業

所」として認定したほか、県民に対して、各種広報媒体等を活用し制度の周知や認

定事業所の普及促進に努めた。（令和２年度までの４年間の税充当額 13,585 千

円） 

 

② バイオマスの利活用の推進 

循環資源である植物由来のバイオマスの利活用を推進するために、調査開発やセ

ミナー等の開催による情報共有、事業者等に対する支援を実施した。（令和２年度

までの４年間の税充当額 57,198千円） 

 

③ 循環型クラスターの形成促進 

産業廃棄物のリサイクルを推進するため、民間事業者が行う先進的なリサイクル

関係施設等の整備や、新たなリサイクル技術の開発等について、「岡山県資源循環

資料５ 
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推進事業」として６件の事業を承認し、その経費を助成するとともに、中四国地域

を視野に入れた広域でのビジネスマッチングを推進することにより、産業廃棄物を

循環資源として利活用する新技術・新製品の開発等を支援した。（令和２年度まで

の４年間の税充当額 97,037千円） 

［岡山県資源循環推進事業の年度別実績］ 

 H29 H30 R1 R2 

資源循環推進事業 

（施設整備） 

承認 0件 

0千円 

承認 1件 

5,625千円 

承認 0 件 

0千円 

承認 0 件 

0 千円 

資源循環推進事業 

（技術開発） 

承認 1件 

3,937千円 

承認 0件 

0千円 

承認 0件 

0千円 

承認 4件 

12,560千円 

 

④ 環境情報の拠点づくり 

県が指定した循環資源総合情報支援センターで行う、県民・事業者に対する廃棄

物に関する各種情報の発信、事業活動に伴って発生する循環資源を他の事業者が有

効に利用する機会をインターネット上で提供するシステムの運営支援を行った。

（令和２年度までの４年間の税充当額 24,123千円） 

 

⑤ その他産業活動に対する支援 

県内で発生する産業廃棄物の抑制や循環資源として有効活用するための調査研究

等を実施した。（令和２年度までの４年間の税充当額 56,733千円） 

 

 

(2) 適正処理の推進等 

① 産業廃棄物の適正処理等の推進 

法令に基づく基準や制度、法令の改正内容の周知や、優良事業者の育成を図るた

め、（一社）岡山県産業廃棄物協会が実施する研修会や、処理業者が整備する計量

設備を導入する経費に対し助成を行った。 

また、廃棄物の適正処理を推進するための基本的指針となる廃棄物処理計画を策

定し、目標に掲げた排出量等の実態調査を実施した。 

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正処理に当たっては、国及び全国自治体と足並み

を揃えた対応を行う必要があるため、国等で算定された所要額を当該廃棄物処理基

金に拠出した。（令和２年度までの４年間の税充当額 231,240千円） 

［年度別実績］ 

 H29 H30 R1 R2 

研修会経費の助成 

(回数/参加者) 

2,500千円 

(10回/334人) 

1,455千円 

(3回/152人) 

2,500千円 

(9回/254人) 

1,780千円 

(1回/230人※) 

設備導入費の助成 

(件数) 

12,337千円 

(10件) 

12,686千円 

(10件) 

14,258千円 

(10件) 

13,888千円 

(8件) 
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   ※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため研修会資料送付のみ 

② 不適正処理防止の強化対策 

次のとおり、産業廃棄物の不適正処理防止に向けた対策を行った。（令和２年度

までの４年間の税充当額 16,327千円） 

ア 不法投棄の防止啓発 

不法投棄や野外焼却等の防止啓発として、ラジオスポット、新聞紙面への掲載

などにより、広く不法投棄等の情報提供を呼びかけた。 

［年度別実績］ 

 H29 H30 R1 R2 

ラジオスポット 延 54回 延 54回 延 54回 延 54回 

 

イ 県外の産業廃棄物搬入車両への対応 

手口の悪質・巧妙化や活動範囲の広域化に対処するため、県警察の協力を得て、

産業廃棄物運搬車両の路上検査を主要幹線道路で実施した。 

［年度別実績］ 

 H29 H30 R1 R2 

車両検査の台数 

(延べ回数) 

78台 

(5回) 

51台 

(5回) 

59台 

(6回) 

27台 

(3回) 

うち指導台数 14台 4台 7台 3台 

 

                

③ 監視指導体制の強化対策 

次のとおり、産業廃棄物に関する監視指導体制の強化を図った。（令和２年度ま

での４年間の税充当額 370,104千円） 

ア 産業廃棄物監視指導員の配置 

悪質な不適正事案には暴力団関係者が関与していたり、指導する職員に危害を

及ぼすおそれがある場合が多いため、警察官ＯＢを会計年度任用職員として各県

民局及び地域事務所に配置し、監視指導体制の強化を図った。 

［年度別実績］ 

   H29 H30 R1 R2 

警察官ＯＢの配置 計 9名 計 9名 計 9名 計 9名 

〃 出動回数 1,789回 1,748回 1,756回 1,676回 

 

イ 休日・夜間等への対応 

職員の監視指導が手薄となる土日・祝日・早朝・夜間に敢行される不法投棄を

未然に防止するため、夜間・休日の監視パトロールを実施したほか、反復継続的

に不法投棄が行われる場所等に監視カメラを設置した。 

［年度別実績］ 
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     H29 H30 R1 R2 

休日夜間のパトロール回数 259回 259回 251回 255回 

 〃 不法投棄等の報告件数 25件 28件 30件 27件 

 

ウ 中山間地域への対応及び早期捕捉対策 

不法投棄は山林や丘陵など人目の届かない場所を選んで行われることが多いた

め、ヘリコプターによる上空監視を実施したほか、県庁内に全県一本化した通報

の受皿として「不法投棄１１０番」を設置した。また、不法投棄対策事業を行う

市町村への支援を実施した。 

［年度別実績］ 

            H29 H30 R1 R2 

上空監視回数 延 4回 延 4回 延 4回 延 4回 

不法投棄 110番の報告 23件 22件 35件 32件 

不法投棄監視事業の市町

村へ助成（件数） 

4,153千円 

(17件) 

4,234千円 

(18件) 

4,281千円 

(19件) 

4,238千円 

(19件) 

 

④ その他適正処理の推進 

産業廃棄物等に含まれるＰＣＢやダイオキシン等の調査・分析や、過去に建設資

材などの用途に使用されてきたアスベストに係る大気中の濃度測定等を実施した。

（令和２年度までの４年間の税充当額 129,474千円） 

 

(3) 意識の改革  

① おかやま・もったいない運動の推進 

再生品等の使用の促進を図るための「グリーン調達」や「岡山県マイバッグ運

動」を推進したほか、県内で現に製造・販売されている使用を促進すべきリサイク

ル製品を対象とした「岡山県エコ製品」を３６９件認定した。 

また、家族で環境に優しい取組を行う「小学生ファミリーエコチャレンジコンテ

スト」を実施した。（令和２年度までの４年間の税充当額 96,094千円） 

［年度別実績］ 

     H29 H30 R1 R2 

グリーン調達実績 

（調達件数・調達金額） 

38,469 件 

267,963 千円 

28,865 件 

320,009 千円 

44,844 件 

381,326 千円 

90,111 件 

693,726 千円 
エコチャレンジコンテス

ト応募者 
329件 773件 556件 786件 
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② ３Ｒに関する環境教育・環境学習の推進 

小中学生等を対象に環境学習エコツアー、移動環境学習車の運営等を実施したほ

か、スーパーエンバイロメントハイスクールを指定するなどし、小中学校や高等学

校での環境教育等を推進した。（令和２年度までの４年間の税充当額 167,710 千

円） 

［年度別実績］  

     H29 H30 R1 R2 

環境学習エコツアーの参加者 3,395人 3,214人 3,046人 806人 

環境学習出前講座の実施回数 333回 361回 376回 336回 

移動環境学習車出動回数 37回 39回 32回 12回 

 

③ その他の３Ｒに係る取組の推進 

関係団体が連携して行う環境学習について支援する仕組みを構築するとともに、

関係団体等が実施する清掃活動等への支援を行った。（令和２年度までの４年間の

税充当額 121,732千円） 
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（単位：千円）

No. 事業名
充当方針

三本柱の種
担当課室 事業の概要 H29 H30 R1 R2

1
環境にやさし
い企業づくり
事業

産業活動の
支援

循環型社
会推進課

①循環型社会の推進に取り
組む事業所を岡山エコ事業
所として認定する。
②エコ事業所一覧パンフ
レットを作成し、県民に対
して事業所の取り組みをPR
する。

3,705 4,002 2,717 3,161

2

循環資源情報
提供システム
運用・保守事
業

産業活動の
支援

循環型社
会推進課

①廃棄物処理業者や循環資
源に関する情報を一元管理
し、情報の受発信を行うシ
ステムを整備する。
②有用な廃棄物の交換を
あっせんする循環資源マッ
チングシステム等の整備を
支援する。

6,139 7,641 5,228 5,115

3
地域ミニエコ
タウン事業

産業活動の
支援

産業振興
課

循環型社会の形成を推進す
ると認められる先進的なリ
サイクル関係施設等の整備
や新たなリサイクル技術の
開発等について、経費の一
部を助成する。

3,978 5,801 84 12,660

4
中四国環境ビ
ジネスネット
事業

産業活動の
支援

産業振興
課

県内環境産業の振興を目的
とした中四国環境ビジネス
ネットの活動を通じて、中
四国地域を視野に入れた広
域でのビジネスマッチング
を推進することにより、産
業廃棄物を循環資源として
利活用する新技術・新製品
の開発等を支援する。

15,447 15,286 16,890 15,384

5
エコプロダク
ツ製品化支援
事業

産業活動の
支援

産業振興
課

「岡山県エコ製品」への認
定を目指すなど循環資源を
原料とした競争力ある新製
品開発のための事業化可能
性調査・検証事業や実用化
研究事業を行う場合に必要
とする経費の一部を補助す
る。

3,424 3,188 1,576 3,319

6

バイオマスイ
ノベーション
創出実用化支
援事業

産業活動の
支援

産業振興
課

県内企業や大学等が有する
有望な木質バイオマス利活
用の研究技術シーズを活か
し、販路開拓までを見据え
た商品開発を支援すること
で、新たなバイオマス産業
創出の早期実現を図る。

1,943 1,947 ― ―

産業廃棄物処理税の使途事業（岡山県）
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（単位：千円）

No. 事業名
充当方針

三本柱の種
担当課室 事業の概要 H29 H30 R1 R2

産業廃棄物処理税の使途事業（岡山県）

7

バイオマスイ
ノベーション
創出拠点形成
事業

産業活動の
支援

産業振興
課

県内外の大学、公設試験研
究機関等の「知」を活用
し、バイオマスの高度利用
に関する先導的研究を行
う。

18,417 15,278 ― ―

8

おかやまバイ
オマスネット
ワーク構築事
業

産業活動の
支援

産業振興
課

産学官連携組織を運営し、
セミナー等の開催を通じ
て、バイオマスの利活用に
関する先端技術情報の収集
や提供、ビジネスマッチン
グ、プロジェクト化等を行
うとともに、川上～川中～
川下のマッチングを行う
コーディネータの設置によ
り、事業化等を推進する。

5,042 4,571 6,882 3,118

9

セルロースナ
ノファイバー
による地場産
品等魅力アッ
プ強化事業

産業活動の
支援

産業振興
課

セルロースナノファイバー
の知見に乏しい企業等を対
象に、自社製品等へのセル
ロースナノファイバー適用
の試行に係る経費を支援す
ることにより、研究開発の
促進を図る。

2,095 1,928 1,723 ―

10

構造制御技術
を用いた高分
子複合材料の
開発

産業活動の
支援

工業技術
センター

材料特性に影響を及ぼして
いる内部の微細構造につい
て詳細な評価を行い、高分
子複合材料の高性能化を図
る。これにより、製品の軽
量化や長寿命化を達成す
る。また、不純物による影
響度を制御することによ
り、廃プラスチックのリサ
イクル性を向上する。

2,935 2,960 2,960 ―

11

洗い加工の高
度化による革
新的ジーンズ
加工技術の開
発

産業活動の
支援

工業技術
センター

ジーンズ製品の「洗い加
工」が製品に与える影響を
化学的に解明し、不良品の
発生や染色排水・汚泥の削
減に寄与するとともに、加
工時の化学反応を利用した
ジーンズの色相変化技術を
開発する。

596 601 ― ―
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（単位：千円）

No. 事業名
充当方針

三本柱の種
担当課室 事業の概要 H29 H30 R1 R2

産業廃棄物処理税の使途事業（岡山県）

12

高精度プロセ
ス制御による
精密加工・金
属材柳雄の高
付加価値化
（令和元年度
から「金属加
工の環境対
応・高機能化
を可能とする
製造プロセス
技術の開発」
に名称変更）

産業活動の
支援

工業技術
センター

金属加工製品のリサイクル
性、小型軽量化、耐久性の
向上を目的に、素材及び製
造プロセス技術の開発を行
う。製品のリサイクル性向
上及び輸送機器の軽量化
は、排出二酸化炭素の削減
及びに環境負荷低減に直結
するため、岡山県の重点分
野である「環境」の観点か
ら積極的な技術支援を行
う。

4,846 4,816 5,417 5,417

13

分析・解析技
術に基づいた
高分子複合材
料の開発

産業活動の
支援

工業技術
センター

複合構造が材料特性に及ぼ
す影響を解明し配合組成や
加工条件等を抑制すること
で、希望する構造・特性を
有する高分子複合材料の実
現を図る。

― ― ― 2,960

14
おいしい「岡
山市」PR推進
事業

産業活動の
支援

畜産課

県産果実等残さの畜産分野
での利活用を検討するた
め、白桃残さを利用した飼
料の定着化を推進し、廃棄
物処理量の低減を図る

― ― 1,528 ―

15
県産果実残さ
等飼料化推進
事業

産業活動の
支援

畜産課

産業廃棄物として処理され
る果実残さ等、特に白桃の
加工残さを飼料化し、岡山
県特産の白桃を給与した畜
産物という特長づけを行う
ことで、廃棄量の削減と、
畜産物の高付加価値化の両
立を目指して、活用の方法
を検討する。

― ― ― 1,549

16

搾乳ロボット
に対応した高
水分乳牛ふん
の堆肥化処理
技術実証

産業活動の
支援

畜産課

酪農経営での搾乳ロボット
導入及び牛舎のフリーバー
ン化が増えたことで、乳牛
ふん尿の水分が高くなり、
従来法での堆肥化処理が困
難となったため、畜産研究
所において適切な処理技術
の普及のための技術実証を
行う。

― ― ― 14,402

17
アスベスト濃
度調査事業

適正処理の
推進

環境管理
課

解体等現場周辺におけるア
スベスト濃度調査及び環境
調査を実施する。

2,695 3,748 4,551 3,853

18
有害化学物質
対策調査事業

適正処理の
推進

環境管理
課

残留性が高く、環境中で分
解しにくい有害化学物質等
について、水環境中の存在
実態を把握する。

11,292 11,293 11,293 11,279

19



（単位：千円）

No. 事業名
充当方針

三本柱の種
担当課室 事業の概要 H29 H30 R1 R2

産業廃棄物処理税の使途事業（岡山県）

19

環境保全及び
保健衛生行政
の基礎資料と
なる調査研究

適正処理の
推進

環境保健
センター

環境中有害化学物質の分
析・検索技術の開発に関す
る研究、廃棄物最終処分場
の排水等に係る適正かつ低
コストな処理方法の検討に
関する研究等

728 728 623 416

20 運営費
適正処理の

推進
環境保健
センター

不適正処理発見時の迅速か
つ高度な分析に必要な分析
機器の運用及びC3施設等の
維持

15,052 14,674 13,693 14,529

21
災害廃棄物処
理体制強化事
業

適正処理の
推進

循環型社
会推進課

広域的な災害廃棄物処理が
必要となる場合の連携体制
を確立するため、災害廃棄
物広域処理に関する図上訓
練を実施する。

5,375 5,377 7,649 20,129

22

ポリ塩化ビ
フェニル廃棄
物処理推進事
業

適正処理の
推進

循環型社
会推進課

ポリ塩化ビフェニル廃棄物
の円滑な処理の推進のた
め、（独）環境再生保全機
構が所管しているポリ塩化
ビフェニル廃棄物処理基金
へ補助する。

14,774 13,983 1,815 ―

23
廃棄物処理計
画等策定事業

適正処理の
推進

循環型社
会推進課

廃棄物の排出抑制、減量
化・資源化等の目標を定
め、廃棄物の適正処理を推
進するため、岡山県廃棄物
処理計画を策定するととも
に、同計画
における産業廃棄物に係る
数値目標等の進行管理を行
うため、毎年度、岡山県内
の産
業廃棄物の排出量、最終処
分量等の実態調査を行う

3,268 2,568 2,789 6,510

24
最終処分量削
減のための調
査・分析事業

適正処理の
推進

循環型社
会推進課

本県の産業廃棄物の最終処
分量の一層の削減に向け、
排出や最終処分等の現状・
課題の調査・分析を行う。

― 6,348 2,679 ―

25

事業系一般廃
棄物削減ガイ
ドライン策定
事業

適正処理の
推進

循環型社
会推進課

事業系一般廃棄物対策の参
考となるガイドラインを取
りまとめ、市町村に周知す
る。

4,060 ― ― ―

26
不法投棄防止
啓発事業

適正処理の
推進

循環型社
会推進課

新聞広告、ラジオ等により
不法投棄防止に関する普及
啓発を行う。

3,288 2,948 3,082 3,250

27
県外搬入指導
取締事業

適正処理の
推進

循環型社
会推進課

県外からの不法投棄を未然
に防止するため、収集運搬
車両の検問を行う。

1,133 909 883 834

28 育成支援事業
適正処理の

推進
循環型社
会推進課

処理業者の資質向上のため
の研修会等の事業や設備整
備支援事業に補助を行う。

16,416 15,895 18,090 16,188
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（単位：千円）

No. 事業名
充当方針

三本柱の種
担当課室 事業の概要 H29 H30 R1 R2

産業廃棄物処理税の使途事業（岡山県）

29
監視指導体制
強化事業

適正処理の
推進

循環型社
会推進課

廃棄物の不適正処理に関す
る監視指導業務の専門職員
（非常勤）を配置する。

54,090 53,715 54,695 60,465

30
不法投棄等監
視強化事業

適正処理の
推進

循環型社
会推進課

民間警備会社に監視パト
ロールを委託するととも
に、監視カメラによる監視
を行う。

10,648 9,870 13,547 15,537

31
不法投棄防止
ネットワーク
化事業

適正処理の
推進

循環型社
会推進課

不法投棄110番の設置、発
見通報協定の締結、不法投
棄等の上空監視等を行う。

7,965 8,146 7,937 7,810

32
対応力強化事
業

適正処理の
推進

循環型社
会推進課

悪質化・巧妙化する産業廃
棄物の不適正処理事案に対
応するため、研修等により
指導担当職員の技術的、法
的、経理的対応能力の向上
を図る。

― 40,248 14,747 10,684

33

ポリ塩化ビ
フェニル廃棄
物監視指導事
業

適正処理の
推進

循環型社
会推進課

ＰＣＢ廃棄物の適正な保管
及び処理体制の整備を図る
ため、PCB使用安定器の保
有状況について調査を実施
する。

― ― 29,078 27,613

34
環境保全型畜
産確立対策推
進事業

適正処理の
推進

畜産課

家畜排せつ物に起因する苦
情問題が複雑化しており、
解消に向けては畜産側だけ
に限らない総合的な指導が
必要となっている。
このため、畜産農家に対す
る処理技術指導及び生産さ
れた堆肥の利用促進に向け
た普及啓発活動を展開し、
資源リサイクルの円滑化に
よる家畜排せつ物の適正管
理を推進する。

2,213 2,091 2,227 1,475

35
大規模畜産農
家畜産環境整
備支援等事業

適正処理の
推進

畜産課

大規模畜産農家や畜産団地
で発生する家畜排泄物につ
いて、畜産農家に対する、
より集中的な技術指導の実
施及び堆肥処理に要する購
入等費用を助成すること
で、良質堆肥の精算を推進
するとともに流通の促進を
図る。

1,342 3,938 2,220 4,157

36
協働による環
境学習推進事
業

意識の改革

新エネル
ギー・温
暖化対策
室

県民により身近なＮＰＯ等
環境団体同士が情報交換を
する場を設け、関係団体が
連携して行う環境学習につ
いて支援する仕組みを構築
し、行政とＮＰＯ等との協
働による環境学習を推進す
る。

19,048 19,446 20,781 20,610
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（単位：千円）

No. 事業名
充当方針

三本柱の種
担当課室 事業の概要 H29 H30 R1 R2

産業廃棄物処理税の使途事業（岡山県）

37
移動環境学習
車運営事業

意識の改革

新エネル
ギー・温
暖化対策
室

山陽新聞の販売店で構成さ
れる山陽会から山陽新聞社
創立１３０周年記念事業の
一環 として、平成２１年
３月に県に対して寄贈され
た「移動環境学習車及び装
備品一式」 を環境学習の
推進に活用する。

72 143 24 134

38
環境学習エコ
ツアー事業

意識の改革

新エネル
ギー・温
暖化対策
室

環境問題を身近な問題と捉
えて環境保全意識を高揚す
るため、資源循環を推進し
ている先進的企業や廃棄物
処理施設等の環境関連施設
を実際に見学体験等をする
機会を提供する。（小中学
校や地域団体等を対象とす
る団体向けコースと、個人
参加を募集する個人向け
コース（年3回）の2種類が
ある。）

10,844 10,667 10,482 4,547

39

地球温暖化防
止活動推進セ
ンターと連携
した推進員の
支援

意識の改革

新エネル
ギー・温
暖化対策
室

地球温暖化防止対策の推進
のため、法律に基づいて委
嘱している岡山県地球温暖
化防止活動推進員の活動を
支援することにより、岡山
県地球温暖化防止活動推進
センターと連携した地球温
暖化防止対策の推進を図
る。

1,552 1,630 1,576 1,440

40

アースキー
パーメンバー
シップ推進事
業

意識の改革

新エネル
ギー・温
暖化対策
室

県民、事業者が、地球温暖
化防止のため環境負荷低減
活動（環境への影響を減ら
す活動）について自らの取
組目標を定めて、「アース
キーパーメンバーシップ」
として登録し、一定期間の
状況を報告する制度を推進
する。

9,430 7,834 8,346 8,472

41
エコアクショ
ン２１認証取
得推進事業

意識の改革

新エネル
ギー・温
暖化対策
室

エコアクション２１を新た
に取得する事業者に対して
取得に係る経費の一部を補
助する。

2,116 364 300 252

42
児島湖再生事
業

意識の改革
環境管理
課

児島湖畔でヨシ原の刈取
り、ヨシの再利用、及び体
験学習を実施することによ
り、バイオマスの活用と県
民のリサイクル、環境保全
意識の高揚を図る。

8,144 8,134 6,589 7,590
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（単位：千円）

No. 事業名
充当方針

三本柱の種
担当課室 事業の概要 H29 H30 R1 R2

産業廃棄物処理税の使途事業（岡山県）

43
晴れの国ブ
ルースカイ再
生事業

意識の改革
環境管理
課

稲わらの野焼きについて、
農業関係団体等と連携しな
がら稲わらの有効利用のた
めの支援や啓発活動を行う
ことで、PM2.5の排出を抑
制し、安全で快適な生活環
境を保全する。

― ― ― 12,281

44

おかやまの美
しい海、海ご
みクリーン
アップ事業

意識の改革
循環型社
会推進課

海ごみの発生抑制対策のた
め美化意識を行う経費及び
海ごみの回収、処理及び発
生抑制事業を行う市町村に
経費を補助する。

― 12,850 ― ―

45
きれいな生活
環境づくり促
進事業

意識の改革
循環型社
会推進課

環境美化活動を行っている
団体の活動をPRするととも
に、ごみ広いアプリ「ピリ
カ」をカスタマイズし、岡
山県のみの集計を可能とす
るウェブサイト「ピリカお
かやま」を開設する。

4,175 4,322 3,441 2,303

46
ごみゼロ社会
推進事業

意識の改革
循環型社
会推進課

①岡山県ごみゼロ社会プロ
ジェクト推進会議を開催
し、県民・事業者・行政が
協働で３Ｒを推進する。
②３Ｒ活動推進フォーラム
に参加する。
③ごみの減量化やリサイク
ルをテーマとしたポスター
コンクールを実施する。
④基準に合致したリサイク
ル製品を岡山県エコ製品に
認定する。また、再生品の
使用促進指針を定め、リサ
イクル製品の需要を喚起す
る。

1,312 1,613 1,054 1,538

47
おかやま・
もったいない
運動推進事業

意識の改革
循環型社
会推進課

①「おかやま・もったいな
い運動」推進フォーラムを
開催し、「もったいない」
精神の普及啓発を行う。
②家庭でのごみ減量化等に
取り組むエコチャレンジコ
ンテストを実施する。

4,725 4,053 4,491 3,581

48
エコライフ推
進事業

意識の改革
循環型社
会推進課

レジ袋の削減を通して県民
の意識改革を図り、環境問
題に取り組むきっかけづく
りを行う。

5,490 6,609 6,215 6,901

49
中小企業３R推
進アドバイザ
派遣事業

意識の改革
循環型社
会推進課

中小企業にアドバイザーを
派遣し、廃棄物削減に向け
た取組方法のアドバイスを
行う。

4,157 4,558 4,989 6,009
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No. 事業名
充当方針

三本柱の種
担当課室 事業の概要 H29 H30 R1 R2

産業廃棄物処理税の使途事業（岡山県）

50
食品ロス・家
庭ごみ削減促
進事業

意識の改革
循環型社
会推進課

多方面からの啓発を展開
し、食品ロスを中心とした
家庭ごみの削減を図る。

― 12,392 15,374 20,746

51
プラスチック
製品３Rセミ
ナー開催事業

意識の改革
循環型社
会推進課

プラスチックの３Rを進
め、美しく快適なおかやま
を目指す

― ― 5,215 2,672

52

廃プラスチッ
ク削減に係る
調査・分析事
業

意識の改革
循環型社
会推進課

廃プラスチック類の排出量
や最終処分量の削減のため
の有効な対策を取りまとめ
る。

― ― 4,812 ―

53
おかやまプラ
スチックス
マート運動

意識の改革
循環型社
会推進課

廃プラスチックの排出抑
制、適正処理が求められて
いる中、県民及び事業者に
よる主体的な廃プラスチッ
クの削減に向けた取り組み
を促す。

― ― ― 6,183

54
海面アダプト
事業

意識の改革 水産課
海洋レジャー関係団体等が
実施する海面清掃への支援
を実施する。

112 126 127 88

55

スーパーエン
バイロメント
ハイスクール
研究開発事業

意識の改革
高校教育
課

廃棄物のリサイクル技術の
研究・開発など環境教育を
重点的に行う学校をスー
パーエンバイロメントハイ
スクールに指定。

カリキュラムの開発，大学
や研究機関との効果的な連
携方策等について研究を推
進し、課題に気付き、その
解決に積極的に取り組むこ
とのできる人材の育成を図
るとともに、環境教育に関
する教材を開発。

627 5,254 10,980 3,594

産業活動の支援 68,567 68,019 45,005 67,085

適正処理の推進 154,339 196,479 191,598 204,729

意識の改革 71,804 99,995 104,796 108,941

合計 294,710 364,493 341,399 380,755
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（単位：千円）

事業名
充当方針

三本柱の種
担当課室 事業の概要 H29 H30 R1 R2

岡
山
市

産業廃棄物対
策事業

適正処理の
推進

【岡山市】
産業廃棄物対策課

産業廃棄物監視班(県警OB)による，産業
廃棄物排出者及び産業廃棄物処理業者等
への立入検査・監視指導を行い，産業廃
棄物の適正処理を指導する
・産業廃棄物の不適正処理に係る苦情・
相談等に対し，機動的な対応を実施する
・産業廃棄物処理施設等から発生する排
ガス，浸出水等の行政検査等を実施し，
産業廃棄物の処理状況を確認する

118,523 119,797 122,209 122,053

岡
山
市

不法投棄等対
策事業費

適正処理の
推進

【岡山市】
産業廃棄物対策課

・山間部等での不法投棄の未然防止及び
早期発見に資するため，市消防局の協力
を得て，消防ヘリコプターによる上空か
らの監視を実施する

910 2,605 960 842

倉
敷
市

循環型社会推
進モデル事業
施設整備補助
事業

産業活動の
支援

【倉敷市】
産業廃棄物対策課

循環型社会の推進を目的として、岡山県
資源循環推進事業（施設整備事業）に承
認された先進的な事業に対して補助金を
交付することにより、事業支援を行う。

0 5,625 0 0

倉
敷
市

環境配慮経営
促進補助事業

産業活動の
支援

【倉敷市】
環境政策課

中小企業が環境マネジメントシステムで
あるエコアクション２１についての認証
の更新の際に、補助金を交付することに
より産業活動における環境負荷の低減を
図る。

518 727 281 304

倉
敷
市

監視指導体制
強化事業

適正処理の
推進

【倉敷市】
産業廃棄物対策課
一般廃棄物対策課

環境施設室

産業廃棄物の排出事業者や処理業者によ
る不適正処理を防止するため、産業廃棄
物監視指導員を配置するとともに、産業
廃棄物対策の研修等に職員が参加し技能
を高めることにより指導体制の強化を図
る。

20,940 38,715 34,857 35,371

倉
敷
市

不法投棄防止
対策事業

適正処理の
推進

【倉敷市】
産業廃棄物対策課

環境衛生課
耕地水路課
開発指導課
環境施設室

廃棄物の不法投棄を未然に防止し、又は
早期に発見するため、監視体制を充実及
び強化する。
　・休日夜間不法投棄等監視パトロール
（休日夜間の不法投棄等監
　　視業務を民間警備業者に委託実施）
　・航空機による上空監視業務、啓発広
報放送飛行業務
　・ボランティア不法投棄監視員等によ
る監視パトロール
　・不法投棄監視用資材の導入（カメラ
等）

19,113 23,677 21,680 21,832

倉
敷
市

産業廃棄物処
理施設及び
周辺環境調査
事業

適正処理の
推進

【倉敷市】
産業廃棄物対策課

環境政策課

最終処分場等の産業廃棄物処理施設の排
ガス、排水を監視するとともに、周辺環
境への影響の有無を確認し、生活環境の
保全に努める。

24,250 32,906 16,234 16,603

倉
敷
市

ごみポイ捨て
防止啓発事業

意識の改革

【倉敷市】
環境政策課
環境衛生課

市民活動推進課

市民、民間団体、行政が一体となり、ポ
イ捨てされたごみの清掃活動を通じてご
みのポイ捨て防止やリサイクルについて
の意識高揚を図るとともに、不法投棄啓
発用看板等を設置し、意識啓発を行う。

2,533 1,880 2,990 2,202

倉
敷
市

環境啓発イベ
ント実施事業

意識の改革
【倉敷市】

一般廃棄物対策課
環境政策課

・「リサイクルフェアinくらしき」の開
催
産業廃棄物の適正処理の推進、市民に対
する廃棄物の減量及び5Rの推進に向けた
意識改革を図ることを目的に環境啓発イ
ベント「リサイクルフェアinくらしき」
を実施する。

・「くらしき環境フェスティバル」の開
催
環境月間に環境学習センターにおいて、
全市民を対象にした環境関連の総合的な
普及啓発事業として「くらしき環境フェ
スティバル」を開催し、循環型社会形成
へ向けた市民の意識啓発・向上を図る。

8,047 3,380 8,386 104

産業廃棄物処理税の使途事業（岡山市・倉敷市）
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（単位：千円）

事業名
充当方針

三本柱の種
担当課室 事業の概要 H29 H30 R1 R2

産業廃棄物処理税の使途事業（岡山市・倉敷市）

倉
敷
市

環境学習推進
事業

意識の改革
【倉敷市】

一般廃棄物対策課
環境政策課

倉敷市の環境や廃棄物についての年次報
告書である環境白書や清掃事業概要を発
行し、市民に倉敷市の環境の状況をお知
らせするとともに、環境学習の拠点とな
る環境学習センターやリサイクル推進セ
ンターにおいて、様々な環境学習を行
う。
　・環境白書及び清掃事業概要の発行
　・市民の環境に対する意識調査の実施
　・環境関係の図書や学習機材の整備
　・環境学習センターにおける環境学習
講座等の開催
　・リサイクル推進センターにおける各
種リサイクル講座の開催
　・マイはしマイバックづくり体験講座
の開催
　・５R推進事業者等の表彰
　・廃棄物の減量化、再資源化等に関す
る啓発用冊子等の作成など

11,967 8,746 10,627 18,421

倉
敷
市

バイオディー
ゼル燃料化啓
発事業

意識の改革
【倉敷市】

一般廃棄物対策課

廃食用油からバイオディーゼル燃料を製
造し、倉敷市の公用車等に使用する。こ
れにより、廃食用油のリサイクルを行う
とともに、小学生等のプラント見学やバ
イオディーゼルを燃料とするカートの体
験乗車を通じて、廃食用油等のリサイク
ルについての理解を深める。

1,894 814 794 887

倉
敷
市

地球温暖化対
策学習推進事
業

意識の改革

【倉敷市】
環境政策課

保育・幼稚園課
教育企画総務課

教育施設課

地球温暖化防止及び省エネルギー生活の
推進のため、緑のカーテンの普及をはじ
めとする啓発活動を行う。特に学校園に
おいて、児童等が参加することにより、
幼少期からの環境に対する意識付け・環
境教育を行う。
　・緑のカーテンコンテスト
　・学校園における緑のカーテン事業
　・学校園の芝生化
　・小学校への出前講座「エコライフ
チャレンジ」

13,076 10,830 4,758 3,379

産業活動の支援 518 6,352 281 304

適正処理の推進 183,736 217,700 195,940 196,701

意識の改革 37,517 25,650 27,555 24,993

合計 221,771 249,702 223,776 221,998

H29 H30 R1 R2

岡山市 32,664 33,881 36,310 36,620

倉敷市 93,447 103,319 112,729 108,099

産廃税交付金収入（決算）額
[単位：千円]
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岡山県税制懇話会設置要綱 

 

 

（目的） 

第１条 岡山県税制懇話会（以下「懇話会」という。）は、県民生活の向上や活
力ある地域社会の実現を図るために、地方分権の観点から課税自主権の活用
等による岡山県にふさわしい税制のあり方について調査研究する。  

 

（事業） 
第２条 懇話会は、岡山県の独自税制に係る税制度のあり方その他懇話会の目
的を達成するために必要な事項について調査及び研究を行い、成果を知事に
報告する。 

 

（委員） 

第３条 懇話会は、委員で構成する。  
２ 委員には、前条に掲げる事業に関して学識経験等を有する者をもって充て
る。 

３ 委員の定数は、８名以内とする。  
 

（運営） 

第４条 懇話会に会長及び副会長を置き、会長は委員の中から互選により選出
し、副会長は会長が指名する。 

２ 会長は、懇話会の会務を総理する。  

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。  
４ 会議は、必要に応じて会長が招集する。  

 

 （任期） 
第５条 委員の任期は、令和４年４月１日から令和６年３月３１日までとする。 

 

（意見の聴取） 
第６条 会長は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を
聴くことができる。 

 
（事務局） 

第７条 事務局は、総務部税務課に置く。  

 
（その他） 

第８条 この設置要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。  

 
附 則 

 （施行期日） 

１ この設置要綱は、令和４年２月２２日から施行する。 
 （要綱の廃止） 

２ この設置要綱は、第５条に規定する委員の任期の満了をもって、その効力
を失う。 

参考資料１ 
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岡山県産業廃棄物処理税条例 

平成14年６月28日 

岡山県条例第47号 

 

（産業廃棄物処理税） 

第１条 県は、地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）第４条第

６項の規定により、産業廃棄物の発生の抑制、減量化、再生利用その他適正な処理の

促進に関する費用（以下「産業廃棄物対策促進費用」という。）に充てるため、及び

地域保健法（昭和２２年法律第１０１号）第５条第１項の規定により保健所を設置す

る市（以下「保健所設置市」という。）に対し産業廃棄物対策促進費用に充てる財源

を交付するため、産業廃棄物処理税を課する。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

一 産業廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。

以下この条及び第１４条第２項において「廃棄物処理法」という。）第２条第４項

に規定する産業廃棄物をいう。 

二 最終処分業者 廃棄物処理法第１１条第２項の規定により産業廃棄物の最終処分

をその事務として行う県内の市町村（市町村の組合を含む。次号において同じ。）

及び廃棄物処理法第１４条第６項又は第１４条の４第６項の規定による知事（保健

所設置市にあっては、その長。同号において同じ。）の許可（廃棄物処理法第１４

条の２第１項又は第１４条の５第１項の規定による事業の範囲の変更に係る許可を

含む。）を受け、産業廃棄物の最終処分を業として行う者をいう。 

三 最終処分場 前号の市町村が設置する一般廃棄物（廃棄物処理法第２条第２項に

規定する一般廃棄物をいう。）の最終処分場及び廃棄物処理法第１５条第１項の規

定による知事の許可を受けて設置された産業廃棄物の最終処分場（同項の規定の適

用を受けないで設置されたものを含む。）をいう。 

（納税義務者等） 

第３条 産業廃棄物処理税は、事業者（中間処理業者（発生から最終処分が終了するま

での一連の処理の行程の中途において産業廃棄物を処分する者をいう。）を含む。次

項において同じ。）がその排出する産業廃棄物の最終処分を最終処分業者に委託した

場合において、最終処分場への当該産業廃棄物の搬入に対し、当該事業者に課する。 

２ 産業廃棄物処理税は、前項に規定する場合のほか、事業者がその排出する産業廃棄

参考資料２ 

28



 

 

物の最終処分を自ら行う場合においては、当該事業者が設置する最終処分場への当該

産業廃棄物の搬入に対し、当該事業者に課する。 

（課税標準） 

第４条 産業廃棄物処理税の課税標準は、前条第１項又は第２項の搬入に係る産業廃棄

物の重量とする。 

２ 前項に規定する産業廃棄物の重量の計測が困難な場合においては、規則で定めると

ころにより換算して得た重量を当該産業廃棄物の重量とする。 

（税率） 

第５条 産業廃棄物処理税の税率は、１トンにつき千円とする。 

（徴収の方法） 

第６条 産業廃棄物処理税の徴収については、特別徴収の方法による。ただし、第３条

第２項の規定により産業廃棄物処理税を課する場合においては、申告納付の方法によ

る。 

（特別徴収義務者等） 

第７条 最終処分業者を産業廃棄物処理税の特別徴収義務者に指定する。 

２ 知事は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、産業廃棄物処理税

の徴収について便宜を有する者を特別徴収義務者に指定するものとする。 

３ 前２項の特別徴収義務者は、最終処分場への産業廃棄物の搬入があったときに産業

廃棄物処理税を徴収しなければならない。 

（特別徴収義務者としての登録等） 

第８条 前条第１項の規定により特別徴収義務者に指定された者は産業廃棄物の最終処

分を業として開始しようとする日の５日前までに、同条第２項の規定により特別徴収

義務者に指定された者は直ちに、その特別徴収すべき産業廃棄物処理税に係る最終処

分場ごとに、当該最終処分場における特別徴収義務者としての登録を知事に申請しな

ければならない。 

２ 前項の規定による登録の申請をする場合において提出すべき申請書には、次に掲げ

る事項を記載しなければならない。 

一 氏名又は名称、住所又は所在地及び個人番号（行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第２条第５項

に規定する個人番号をいう。第１０条第２項第１号及び第１３条第１項第１号にお

いて同じ。）又は法人番号（同法第２条第１５項に規定する法人番号をいう。第１

０条第２項第１号及び第１３条第１項第１号において同じ。） 

二 最終処分場の所在地及び名称 
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三 事業開始年月日 

四 その他参考となるべき事項 

３ 第１項の登録を受けた者は、その登録事項に変更を生じた場合においては、遅滞な

く、その旨を知事に届け出なければならない。 

４ 知事は、第１項の登録の申請を受理した場合においては、その申請をした者に対

し、その者が産業廃棄物処理税を徴収すべき義務を課せられた者であることを証する

証票を交付するものとする。 

５ 前項の証票の交付を受けた者は、これを当該最終処分場の公衆に見やすい箇所に掲

示しなければならない。 

６ 第４項の証票は、他人に貸し付け、又は譲り渡してはならない。 

７ 第４項の証票の交付を受けた者は、当該最終処分場に係る産業廃棄物処理税の特別

徴収の義務が消滅した場合においては、その消滅した日から１０日以内に、知事にそ

の旨を届け出るとともに、その証票を返さなければならない。 

（申告納入） 

第９条 産業廃棄物処理税の特別徴収義務者は、毎月末日までに、前月の初日から末日

までの間において徴収すべき産業廃棄物処理税に係る課税標準たる重量（当該重量に

トン位以下第３位未満の端数があるときは、これを切り捨てた後の重量とする。第１

２条において同じ。）、税額その他規則で定める事項を記載した納入申告書を知事に

提出し、及びその納入金を納入しなければならない。 

（納税の猶予） 

第１０条 知事は、産業廃棄物処理税の特別徴収義務者が最終処分の料金及び産業廃棄

物処理税の全部又は一部を前条の納期限までに受け取ることができなかったことによ

り、その納入すべき産業廃棄物処理税に係る徴収金の全部又は一部を納入することが

できないと認める場合においては、当該特別徴収義務者の申請により、その納入する

ことができないと認められる金額を限度として、二月以内の期間を限って徴収猶予を

することができる。この場合においては、当該徴収金について、当該徴収猶予をする

金額を分割して納入させることができる。 

２ 前項の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出し

なければならない。 

一 氏名又は名称、住所又は所在地及び個人番号又は法人番号 

二 最終処分の料金及び産業廃棄物処理税の全部又は一部を前条の納期限までに受け

取ることができなかった事実があること。 

三 前号の事実に基づきその納入すべき産業廃棄物処理税に係る徴収金の全部又は一
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部を一時に納入することができない事情の詳細 

四 徴収猶予を受けようとする金額及びその期間 

五 前号の金額を分割して納入しようとする場合は、その旨、分割して納入する期限

及び当該期限ごとに納入する金額 

六 その他参考となるべき事項 

３ 知事は、第１項の規定により徴収猶予をした場合においては、その徴収猶予をした

税額に係る延滞金額中当該徴収猶予をした期間に対応する部分の金額を免除するもの

とする。 

４ 前３項に定めるもののほか、納税の猶予については、岡山県税条例（昭和２９年岡

山県条例第３７号）第１１条の２から第１１条の７までの規定の例による。 

（徴収不能額等の還付又は納入義務の免除） 

第１１条 知事は、産業廃棄物処理税の特別徴収義務者が最終処分の料金及び産業廃棄

物処理税の全部又は一部を受け取ることができなくなったことについて正当な理由が

あると認める場合又は徴収した産業廃棄物処理税額を失ったことについて天災その他

避けることのできない理由があるものと認める場合においては、当該特別徴収義務者

の申請により、その産業廃棄物処理税額が既に納入されているときはこれに相当する

額を還付し、前条の規定により徴収猶予をしているときその他その産業廃棄物処理税

額がまだ納入されていないときはその納入の義務を免除するものとする。 

２ 知事は、前項の規定により、産業廃棄物処理税額に相当する額を還付する場合にお

いて、還付を受ける特別徴収義務者の未納に係る徴収金があるときは、当該還付すべ

き額をこれに充当することができる。 

３ 知事は、第１項の規定による申請を受理した場合においては、同項又は前項に規定

する措置を採るかどうかについて、その申請を受理した日から６０日以内に特別徴収

義務者に通知しなければならない。 

（申告納付） 

第１２条 第６条ただし書の規定により産業廃棄物処理税を申告納付すべき納税者（第

１４条第１項及び第１５条第１項において「産業廃棄物処理税の納税者」という。）

は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における申告納付すべき産業廃棄

物処理税に係る課税標準たる重量、税額その他規則で定める事項を記載した納付申告

書を知事に提出し、及びその申告した税額を納付しなければならない。 

２ 前項の規定により納付申告書を提出した者は、当該納付申告書を提出した後におい

てその申告に係る課税標準たる重量又は税額を修正しなければならない場合において

は、規則で定めるところにより、遅滞なく、修正申告書を提出するとともに、その修
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正により増加した税額があるときは、これを納付しなければならない。 

（最終処分場の設置等の届出） 

第１３条 最終処分場を設置しようとする者（第８条第１項の規定により登録を申請す

る者を除く。）は、当該最終処分場における産業廃棄物の最終処分を開始しようとす

る日の５日前までに、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。 

一 氏名又は名称、住所又は所在地及び個人番号又は法人番号 

二 最終処分場の所在地及び名称 

三 最終処分の開始年月日 

四 その他参考となるべき事項 

２ 前項の届出をした者は、その届出事項に変更を生じた場合においては、遅滞なく、

その旨を知事に届け出なければならない。 

３ 前２項の規定は、最終処分場を譲り受け、又は借り受けようとする者について準用

する。 

（帳簿の保存等） 

第１４条 産業廃棄物処理税の特別徴収義務者及び産業廃棄物処理税の納税者（以下こ

の条において「特別徴収義務者等」という。）は、帳簿を備え、規則で定めるところ

により、最終処分場への産業廃棄物の搬入に関する事実をこれに記載し、当該搬入の

行われた日の属する月の末日の翌日から１月を経過した日から５年間保存しなければ

ならない。 

２ 産業廃棄物処理税の特別徴収義務者は、最終処分場への産業廃棄物の搬入に際して

廃棄物処理法において作成すべきこととされている書類等のほか、最終処分に係る委

託契約書その他規則で定めるものを当該搬入の行われた日の属する月の末日の翌日か

ら１月を経過した日から５年間保存しなければならない。ただし、廃棄物処理法の規

定により廃棄物処理法第１２条の５第１項に規定する情報処理センターにおいて現に

保存されているものについては、この限りでない。 

３ 特別徴収義務者等は、第１項の帳簿（以下この条において「帳簿」という。）の全

部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成

する場合には、規則で定めるところにより、当該帳簿に係る電磁的記録（電子的方

式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる

記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条に

おいて同じ。）の備付け及び保存をもって当該帳簿の備付け及び保存に代えることが

できる。 

４ 産業廃棄物処理税の特別徴収義務者は、第２項の規定により保存しなければならな
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いこととされている書類等（以下この条において「書類等」という。）の全部又は一

部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、規則で定める

ところにより、当該書類等に係る電磁的記録の保存をもって当該書類等の保存に代え

ることができる。 

５ 前項に規定するもののほか、産業廃棄物処理税の特別徴収義務者は、書類等の全部

又は一部について、当該書類等に記載されている事項を規則で定める装置により電磁

的記録に記録する場合には、規則で定めるところにより、当該書類等に係る電磁的記

録の保存をもって当該書類等の保存に代えることができる。この場合において、当該

書類等に係る電磁的記録の保存が当該規則で定めるところに従って行われていないと

き（当該書類等の保存が行われている場合を除く。）は、当該特別徴収義務者は、当

該電磁的記録を保存すべき期間その他の規則で定める要件を満たして当該電磁的記録

を保存しなければならない。 

６ 特別徴収義務者等は、帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一

貫して電子計算機を使用して作成する場合には、規則で定めるところにより、当該帳

簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム

（電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムを

いう。以下この条において同じ。）による保存をもって当該帳簿の備付け及び保存に

代えることができる。 

７ 産業廃棄物処理税の特別徴収義務者は、書類等の全部又は一部について、自己が一

貫して電子計算機を使用して作成する場合には、規則で定めるところにより、当該書

類等に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該書

類等の保存に代えることができる。 

８ 第３項の規定により帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもって当該帳簿の備

付け及び保存に代えている特別徴収義務者等又は第４項の規定により書類等に係る電

磁的記録の保存をもって当該書類等の保存に代えている特別徴収義務者は、規則で定

める場合には、当該帳簿又は書類等の全部又は一部について、規則で定めるところに

より、当該帳簿又は書類等に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによ

る保存をもって当該帳簿又は書類等に係る電磁的記録の保存に代えることができる。 

（更正及び決定の通知等） 

第１５条 知事は、法第７３３条の１６の規定により産業廃棄物処理税の更正及び決定

をした場合においては、その旨を産業廃棄物処理税の特別徴収義務者又は産業廃棄物

処理税の納税者に通知しなければならない。 

２ 前項の通知をした場合において、不足金額（更正による納入金若しくは税金の不足
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金額又は決定による納入金額若しくは税額をいう。）があるときは、当該通知をした

日から１月を経過した日を納期限として、これを徴収する。 

（賦課徴収等） 

第１６条 産業廃棄物処理税の賦課徴収については、この条例に定めるもののほか、法

令及び岡山県税条例の定めるところによる。この場合において、同条例第２条第２号

中「狩猟税」とあるのは「／狩猟税／産業廃棄物処理税／」と、同条例第８条中「こ

の条例」とあるのは「この条例若しくは岡山県産業廃棄物処理税条例（平成１４年岡

山県条例第４７号）」と、同条例第１０条第１項中「八 前各号以外の県税（特定配

当等に係る県民税及び特定株式等譲渡所得金額に係る県民税、たばこ税、自動車税の

環境性能割並びに鉱区税を除く。）にあつては、課税客体の所在地」とあるのは「／

八 産業廃棄物処理税にあつては、最終処分場の所在地／九 前各号以外の県税（特

定配当等に係る県民税及び特定株式等譲渡所得金額に係る県民税、たばこ税、自動車

税の環境性能割並びに鉱区税を除く。）にあつては、課税客体の所在地／」と、同条

例第２３条第１項中「この条例」とあるのは「この条例若しくは岡山県産業廃棄物処

理税条例」とする。 

２ 産業廃棄物処理税は、地方税法施行令（昭和２５年政令第２４５号）第６条の１７

第２項第９号に規定する法定外目的税で条例で指定するものとする。 

３ 産業廃棄物処理税は、地方税法施行令第６条の２２の４第６号及び第６条の２２の

９第４号に規定する法定外目的税で条例で指定するものとする。 

（使途） 

第１７条 知事は、県に納入され、又は納付された産業廃棄物処理税額に相当する額か

ら次項の規定により保健所設置市に交付する額に相当する額及び産業廃棄物処理税の

徴収に要する費用として規則で定める額の合計額を控除して得た額を、産業廃棄物対

策促進費用に充てなければならない。 

２ 知事は、保健所設置市に対し、規則で定めるところにより、県に納入され、又は納

付された当該保健所設置市に所在する最終処分場に係る産業廃棄物処理税額に相当す

る額に規則で定める率を乗じて得た額の２分の１に相当する額を交付するものとす

る。 

３ 保健所設置市は、前項の規定により交付を受けた金額を産業廃棄物対策促進費用に

充てなければならない。 

（規則への委任） 

第１８条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 
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（施行期日等） 

１ この条例は、規則で定める日から施行し、同日以後に行う最終処分場への産業廃棄

物の搬入に係る産業廃棄物処理税について適用する。 

（施行前の準備） 

２ 第７条第１項の規定により特別徴収義務者に指定されることとなる者に係る特別徴

収義務者としての登録の申請及び証票の交付は、この条例の施行の日（以下「施行日

」という。）前においても、第８条第１項（次項の規定が適用される場合を含む。）

及び第４項の規定の例により行うことができる。 

（経過措置） 

３ 施行日において現に最終処分業者である者については、施行日に最終処分を業とし

て開始しようとするものとみなして、第８条第１項の規定を適用する。この場合にお

いて、同項中「産業廃棄物の最終処分を業として開始しようとする日の５日前まで

に」とあるのは「直ちに」とする。 

４ 施行日において現に最終処分場を設置している者については、施行日に当該最終処

分場を設置しようとするものとみなして、第１３条第１項及び第２項（同条第３項に

おいて準用する場合を含む。）の規定を適用する。この場合において、同条第１項中

「当該最終処分場における産業廃棄物の最終処分を開始しようとする日の５日前まで

に」とあるのは、「直ちに」とする。 

（検討） 

５ 知事は、岡山県産業廃棄物処理税条例の一部を改正する条例（平成２９年岡山県条

例第４８号）の施行後５年を目途として、この条例の施行状況、社会経済情勢の推移

等を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その

結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

（平１９条例５３・平２４条例７８・平２９条例４８・一部改正） 

附 則（平成１９年条例第５３号） 

この条例は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年条例第７８号） 

この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年条例第４８号） 

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 
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岡山県環境保全・循環型社会形成推進基金条例 

平成１５年３月１８日 

岡山県条例第１０号 

（設置及び目的） 

第１条 潤い及び安らぎのある快適な環境づくりを推進し、並びに産業廃棄

物の発生の抑制、減量化、再生利用その他適正な処理の促進（第４条第１

項ただし書及び第５条ただし書において「産業廃棄物の発生の抑制等」と

いう。）を図るため、岡山県環境保全・循環型社会形成推進基金（以下「

基金」という。）を設置する。 

（積立て） 

第２条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額の合計額とする。 

一 岡山県産業廃棄物処理税条例（平成１４年岡山県条例第４７号）に基

づく産業廃棄物処理税の収入額のうち一般会計歳入歳出予算（次号及び

第４条において「予算」という。）に定める額 

二 前号に掲げるもののほか、予算に定める額 

（管理） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な

方法により保管しなければならない。 

２ 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代え

ることができる。 

（運用益金の処理） 

第４条 基金の運用から生ずる収益は、予算の定めるところにより、第１条

の目的を達成するため必要な経費の財源に充てることができる。ただし、

第２条第１号に掲げる額として基金に積み立てられた額の運用から生ずる

収益は、産業廃棄物の発生の抑制等を達成するための経費の財源に充てる

ものとする。 

２ 前項の規定による場合のほか、基金の運用から生ずる収益は、予算の定

めるところにより基金に積み立てるものとする。 

（処分） 

第５条 基金は、第１条の目的を達成するための経費の財源に充てる場合に

限り、これを処分することができる。ただし、第２条第１号に掲げる額及

びその運用から生じた収益として基金に積み立てられた額は、産業廃棄物

の発生の抑制等を達成するための経費の財源に充てるものとする。 

参考資料３  
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（繰替運用） 

第６条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、

期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用す

ることができる。 

（その他） 

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知

事が別に定める。 

附 則 

この条例は、平成１５年４月１日から施行する。 
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年
１
回

あ
り

な
し

三重県 産業廃棄物税 H14.4.1 1,000 ○ ○ ○ ○

鳥取県 産業廃棄物処分場税 1,000 ○ ○ ○ ○

岡山県 産業廃棄物処理税 1,000 ○ ○ ○ ○

広島県 産業廃棄物埋立税 1,000 ○ ○ ○ ○

青森県 産業廃棄物税 1,000 ○ ○ ○ ○

岩手県 産業廃棄物税 1,000 ○ ○ ○ ○

秋田県 産業廃棄物税
1,000

指定副産物：
250

○ ○ ○ ○

滋賀県 産業廃棄物税 1,000 ○ ○ ○ ○

新潟県 産業廃棄物税 1,000 ○ ○ ○ ○

奈良県 産業廃棄物税 1,000 ○ ○ ○ ○

山口県 産業廃棄物税 1,000 ○ ○ ○ ○

宮城県 産業廃棄物税 1,000 ○ ○ ○ ○

京都府 産業廃棄物税 1,000 ○ ○ ○ ○

島根県 産業廃棄物減量税 1,000 ○ ○ ○ ○

福岡県 産業廃棄物税
1,000

焼却処分：800
○ ○ ○ ○

課税客体

H17.4.1

都道府県における産業廃棄物処理税の導入状況

H15.4.1

H16.1.1

H16.4.1

税率
（円／トン）

導入
年月日

税の名称
都道府県

名

徴収方法 申告回数
課税免除
・減免等

参考資料４
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最
終
処
分
場
へ
の
搬
入

中
間
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設
又
は
最
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場
へ
の
搬
入

焼
却
施
設
及
び
最
終
処

分
場
へ
の
搬
入

最
終
処
分
業
者
特
別
徴

収 排
出
事
業
者
申
告
納
付

焼
却
処
理
・
最
終
処
分

業
者
特
別
徴
収

毎
月

年
４
回

年
１
回

あ
り

な
し

課税客体

税率
（円／トン）

導入
年月日

税の名称
都道府県

名

徴収方法 申告回数
課税免除
・減免等

佐賀県 産業廃棄物税
1,000

焼却処分：800
○ ○ ○ ○

長崎県 産業廃棄物税
1,000

焼却処分：800
○ ○ ○ ○

熊本県 産業廃棄物税 1,000 ○ ○ ○ ○

大分県 産業廃棄物税
1,000

焼却処分：800
○ ○ ○ ○

宮崎県 産業廃棄物税
1,000

焼却処分：800
○ ○ ○ ○

鹿児島県 産業廃棄物税
1,000

焼却処分：800
○ ○ ○ ○

福島県 産業廃棄物税 1,000 ○ ○ ○ ○

愛知県 産業廃棄物税
1,000

自社処分：500
○ ○ ○ ○

沖縄県 産業廃棄物税 1,000 ○ ○ ○ ○

北海道 循環資源利用促進税 1,000 ○ ○ ○ ○

山形県 産業廃棄物税 1,000 ○ ○ ○ ○

愛媛県 資源循環促進税 H19.4.1

1,000
自社処分：500
※最終処分業

者を除く

○ ○ ○ ○

19 2 6 19 2 6 7 18 2 21 6集　　　　計

H18.4.1

H18.10.1

H17.4.1
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別添 各道府県における産業廃棄物処理関係税の課税免除・減免状況 

 

１ 三重県 

  免税点 

・ 産業廃棄物の年度間重量が、1,000 トン未満の場合 

  減免 

・ 特別の事情がある場合 

※現状、不法投棄の処理の場合のみ適用 

 

２ 鳥取県 

  課税免除 

・ 自社処分の場合（納税義務者からの除外） 

・ 公共下水道等から生じた汚泥及びその焼却後の燃え殻並びに汚泥焼

却施設で発生するばいじんの処分 

 

３ 広島県 

  課税免除 

・ 自社処分の場合 

・ 公益上その他の事由により知事が課税を不適当と認める場合 

 

４ 青森県 

  課税免除 

・ 工業用水で一定のものを自ら工業の用に供したことにより発生する

汚泥及びこれを自ら処分した後の産業廃棄物の処分（納税義務者から

の除外） 

 

５ 滋賀県 

  免税点 

・ 産業廃棄物の年度間重量が、500トン未満の場合 

  課税免除 

・ 自社処分の場合 

・ 処分場等のうちリサイクル関連施設への搬入 

 

６ 山口県 

  課税免除 

・ 自社処分の場合 
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７ 宮城県 

  課税免除 

・ 災害により生じた産廃の搬入 

 

８ 島根県 

  課税免除 

・ 市町村が設置する一般廃棄物最終処分場に搬入される産業廃棄物の

うち、天災等により処理手数料が減免されているもの 

・ 公益上その他の事由により知事が課税を不適当と認める場合 

 

９ 福岡県 

  課税免除 

・ 焼却灰を使った製品製造や、焼却熱の有効利用などをしている焼却施

設への搬入 

・ 北九州市に所在する最終処分場への搬入 

・ 災害により生じた産廃の搬入 

 

１０ 佐賀県 

  課税免除 

・ 焼却灰を使った製品製造や、焼却熱の有効利用などをしている焼却施

設への搬入 

・ 災害により生じた産廃の搬入 

 

１１ 長崎県 

  課税免除 

・ 焼却灰を使った製品製造や、焼却熱の有効利用などをしている焼却施

設への搬入 

・ ＢＳＥ関係の焼却処理 

・ 行政代執行の場合 

  減免 

・ 火災・盗難等により事業継続が困難な場合 

・ 指定副産物を搬入する場合 
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１２ 熊本県 

  減免 

・ 指定副産物（石炭灰に限る。）の埋立処分（１／４を減免） 

・ 自社処分（管理型最終処分場に限る。）の場合（１／４を減免） 

・ 天災等による納税困難者 

 

１３ 大分県 

  重量による特例 

・ １万トンを超える部分について一定の割合で軽減したものを課税標

準とする 

  課税免除 

・ 焼却灰を使った製品製造、焼却熱の有効利用などをしている焼却施設

への搬入 

・ ＢＳＥ関係の焼却処理 

  減免 

・ 天災等による納税困難者（自社処分の場合に限る。） 

 

１４ 宮崎県 

  課税免除 

・ 災害により生じた産廃 

・ 焼却灰を使った製品製造や、焼却熱の有効利用などをしている焼却施

設への搬入 

・ 課税により地域経済に重大な影響を与えると認められる産業廃棄物

の施設搬入 

 

１５ 鹿児島県 

  課税免除 

・ 大規模な災害により生じた産廃の搬入 

・ 行政代執行した場合の搬入 

・ 焼却灰を使った製品製造や、焼却熱の有効利用などをしている焼却施

設への搬入 

  減免 

・ 天災等による納税困難者（自社処分の場合に限る。） 
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１６ 福島県 

  重量による特例 

・ １万トンを超える部分について一定の割合で軽減したものを課税標

準とする 

・ 自社処分について、重量の１／２を課税標準とする。 

 

１７ 愛知県 

減免 

・ 天災等による納税困難者（自社処分の場合に限る。） 

 

１８ 沖縄県 

  重量による特例 

・ 自社処分について重量の３／４を課税標準とする 

・ 自社処分の指定副産物（石灰灰に限る。）の一定の地域への搬入は、重

量の１／２を課税標準とする。 

  課税免除 

・ 大規模な災害により生じた産廃の搬入 

・ 行政代執行した場合 

・ 最終処分業者の設置する最終処分場が所在しない離島において、島内

で発生した産業廃棄物を市町村が設置する最終処分場へ搬入する場

合の当該搬入 

 

１９ 北海道 

減免 

・ 天災等による納税困難者（自社処分の場合に限る。） 

 

２０ 山形県 

  課税免除 

・ 災害により生じた産廃の搬入 

 

２１ 愛媛県 

減免 

・ 天災等による納税困難者（自社処分の場合に限る。） 
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［参考］産業廃棄物処理関係税の導入状況

石川県

福井県
長野県

滋賀県

富山県

静岡県

山梨県

神奈川県

東京都

秋田県 岩手県

青森県

北海道

岐阜県

群馬県栃木県

新潟県

茨城県

福島県

山形県 宮城県

埼玉県

千葉県

沖縄県

宮崎県

大分県
熊本県

福岡県佐賀県

長崎県

山口県

鹿児島県

島根県 鳥取県

広島県 岡山県

愛媛県 香川県

高知県 徳島県

和歌山県 三重県

兵庫県

京都府

大阪府奈良県 愛知県
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